
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ② 

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合の対応マニュアル 

濃厚接触者（保健所が判断し、保健所の指示による） 

外出制限＋健康観察 

＊感染者が発症する 2日前、1メートル以内、マスクなしで 15分以上接触していた（5/18現在） 

帰国者・接触者外来受診 

新型コロナウイルス検査 

PCR等 

自宅療養（休養） 

保健所、または帰国者・接触者外来の主治医の指示 

陰性（－） 保健体育課 

（９号様式） 

入院加療 

陽性（＋） 

最後に接触後 

１４日間 

症状なし 

＊保健所による

体調管理実施 

・登校時に、「欠席届」を提出。 

・写しを保健体育課に提出 

保健体育課（９号様式） 

登校 

退院 


